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表紙

上記の事項は、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主の皆様に対して交付する書面には記載
しておりません。
また、これらの事項は、監査委員会又は会計監査人が監査報告を作成する際に行った監査の対象に含まれています。

電子提供措置の開始日：2025年５月22日

第24回定時株主総会
その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

■ 事業報告
企 業 集 団 の 現 況 に 関 す る 事 項

主 要 な 事 業 内 容
主 要 な 営 業 所
使 用 人 の 状 況
主 要 な 借 入 先 の 状 況
その他企業集団の現況に関する重要な事項

新 株 予 約 権 等 に 関 す る 事 項
会 社 役 員 に 関 す る 事 項

責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要
役員等賠償責任保険契約の内容の概要
社 外 役 員 に 関 す る 事 項

会 計 監 査 人 に 関 す る 事 項
業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

■ 連結計算書類
連 結 持 分 変 動 計 算 書
連 結 計 算 書 類 の 注 記

■ 計算書類
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
計 算 書 類 の 注 記

■ ご参考　独立社外取締役の独立性判断基準

株式会社日本取引所グループ
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主要な事業内容、主要な営業所、使用人の状況

事業報告

企業集団の現況に関する事項

主要な事業内容（2025年3月31日現在）

　当社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引所持株会社としての認可を受け、傘下の子会社である㈱東京証券取引所、
㈱大阪取引所、㈱東京商品取引所、㈱ＪＰＸ総研、日本取引所自主規制法人及び㈱日本証券クリアリング機構などの経営管
理等を行う株式会社です。当社グループは、㈱東京証券取引所及び㈱大阪取引所が開設する取引所金融商品市場並びに㈱東
京商品取引所が開設する商品市場の開設・運営を主要な事業としております。

本店 東京都中央区
大阪本社 大阪市中央区

㈱東京証券取引所 東京都中央区
㈱大阪取引所 大阪市中央区
㈱東京商品取引所 東京都中央区
㈱ＪＰＸ総研 東京都中央区
日本取引所自主規制法人 東京都中央区
㈱日本証券クリアリング機構 東京都中央区
SCRIPTS Asia㈱ 東京都中央区

主要な営業所（2025年3月31日現在）

当社

子会社

使用人数 前連結会計年度比増減 平均年齢 平均勤続年数
1,248名 12名増 44歳 5か月 17年 11か月

使用人の状況（2025年3月31日現在）

(注) 1. 当社及び当社グループの事業運営の中核を担う子会社における状況を記載しております。
2. 使用人数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む）であり、臨

時雇用者（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員等を含む）は含んでおりません。
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主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項、新株予約権等に関する事項

借入先 借入金残高
㈱七十七銀行 9,000百万円
㈱三菱ＵＦＪ銀行 23,500百万円

主要な借入先の状況（2025年3月31日現在）

その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

－ 3 －
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責任限定契約の内容の概要、役員等賠償責任保険契約の内容の概要、社外役員に関する事項

会社役員に関する事項

責任限定契約の内容の概要

　当社は、非業務執行取締役である木下康司氏、フィリップ・アヴリル氏、遠藤信博氏、大田弘子氏、釡和明氏、住田清芽
氏、竹野康造氏、手代木功氏、松本光弘氏及び林慧貞氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要

①被保険者の範囲
　当社グループの取締役、執行役、執行役員、監査役、理事、監事及び一部の社外派遣役員

②保険契約の内容の概要
　当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の職務
執行に関して行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や
争訟費用等を補償することとしております。なお、保険料は当社が全額負担しております。

社外役員に関する事項

重要な兼職の状況及び当社との関係

「１．取締役及び執行役の状況　(1)取締役」に記載のとおりです。

当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係

該当事項はありません。
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責任限定契約の内容の概要、役員等賠償責任保険契約の内容の概要、社外役員に関する事項

地位 氏名 出席状況（回） 発言状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 木 下 康 司 取締役会：12/12 取締役会の議案審議において、主に金融実務や行政に関する豊富な経験
と高い見識に基づき、当社の経営上必要な発言を適宜行っております。

取締役 フィリップ・アヴリル
取締役会：10/10
指名委員会：6/6
報酬委員会：3/3

取締役就任以降に開催された取締役会、指名委員会及び報酬委員会の議
案審議において、主に国内外の金融資本市場等に関する豊富な経験と高
い見識に基づき、当社の経営上必要な発言を適宜行っております。

取締役 遠 藤 信 博 取締役会：12/12
指名委員会：8/8

取締役会及び指名委員会の議案審議において、主に企業経営及びシステ
ム・ネットワークに関する豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営
上必要な発言を適宜行っております。

取締役 大 田 弘 子
取締役会：12/12
報酬委員会：4/4
監査委員会：12/12

取締役会、報酬委員会及び監査委員会の議案審議において、主に政府機
関における豊富な経験と経済・財政に関する高い見識に基づき、当社の
経営上必要な発言を適宜行っております。

取締役 釡 　 和 明
取締役会：12/12
報酬委員会：4/4
監査委員会：9/9

取締役会、報酬委員会及び監査委員会の議案審議において、主に企業経
営及び財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営
上必要な発言を適宜行っております。

取締役 住 田 清 芽 取締役会：10/10
監査委員会：9/9

取締役就任以降に開催された取締役会及び監査委員会の議案審議におい
て、主に財務・会計の専門家としての立場から会計及び監査に関する高
い見識に基づき、当社の経営上必要な発言を適宜行っております。

取締役 竹 野 康 造 取締役会：12/12
指名委員会：8/8

取締役会及び指名委員会の議案審議において、主に法律家としての専門
的見地から企業法務に関する高い見識に基づき、当社の経営上必要な発
言を適宜行っております。

取締役 手 代 木 　 功
取締役会：10/10
指名委員会：6/6
報酬委員会：3/3

取締役就任以降に開催された取締役会、指名委員会及び報酬委員会の議
案審議において、主に企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づ
き、当社の経営上必要な発言を適宜行っております。

取締役 松 本 光 弘 取締役会：12/12
監査委員会：12/12

取締役会及び監査委員会の議案審議において、主に警察機関における豊
富な経験と高い見識に基づき、当社の経営上必要な発言を適宜行ってお
ります。

当事業年度における主な活動状況

（注）証券取引等監視委員会は、当社子会社の㈱東京証券取引所に所属していた元社員を、金融商品取引法違反（インサ
イダー取引規制違反）の疑いで、2024年12月に東京地方検察庁に告発しました。また、当社及び㈱東京証券取引
所は、当該違反事案について、金融庁より金融商品取引法第 106 条の 27 及び第 151 条の規定に基づく報告徴
求命令を受領しました。
釡和明氏、住田清芽氏、竹野康造氏及び松本光弘氏は、当該違反事案発覚以前から、当社グループに対する投資者
及び上場会社等の市場関係者の信頼が当社グループの事業運営にとって非常に重要であるという認識のもと、当社
取締役会において役職員の法令遵守や内部管理体制のあり方について適宜提言を行っていました。また、当該違反
事案発覚を踏まえて当社が設置した「独立社外取締役による調査検証委員会」の委員として、事案の発生原因やそ
れを踏まえた当社及び㈱東京証券取引所の再発防止策等に対して、検証、評価及び提言を行い、取締役会におい
て、同委員会の調査状況及び調査結果について報告するなど、その職責を果たしております。
木下康司氏、フィリップ・アヴリル氏、遠藤信博氏、大田弘子氏及び手代木功氏は、当該違反事案発覚以前から、
当社グループに対する投資者及び上場会社等の市場関係者の信頼が当社グループの事業運営にとって非常に重要で
あるという認識のもと、当社取締役会において役職員の法令遵守や内部管理体制のあり方について適宜提言を行っ
ていました。また、当該違反事案発覚を踏まえて、取締役会において、同委員会の調査状況及び同委員会が作成し
た調査報告書に関して適宜提言を行うなど、その職責を果たしております。
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会計監査人に関する事項

支払額

①　当社及び子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 140百万円
②　上記①の合計額のうち、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務の対価として
支払うべき報酬等の合計額 140百万円

③　上記②の合計額のうち、当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額 50百万円

会計監査人に関する事項

1．名称　　　有限責任監査法人トーマツ

2．報酬等の額
有限責任監査法人トーマツに対する報酬等の額

（注）1．当社監査委員会は、当社監査委員会が定める監査法人の評価プロセスにおける評価を踏まえ、前年度における監
査の状況、及び当年度の監査計画の内容について確認を行い、監査時間及び監査報酬の見積りの妥当性を検討し
た結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び同条第4項の同意を行っております。

（注）２．①、②につきましては、会社法上の監査及び金融商品取引法上の監査に該当しない監査証明業務の対価として支
払うべき報酬等が2百万円含まれております。

3．非監査業務内容
　該当事項はありません。

4．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査委員会は、会計監査人の独立性や信頼性その他職務の実施に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断
した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の提出議案とすることといたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、会計監査人を解
任いたします。

5．責任限定契約に関する事項
　該当事項はありません。

－ 6 －
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業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

Ⅰ．業務の適正を確保するための体制についての決定事項の概要
　執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制につい
ての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

1. 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
　　監査委員会の職務を補助する社員に関する事項を定めるために、社内規則として、次の内容を含む「監査委員会の職務を補

助する社員に関する規則」を制定し、適切に運用することとする。
(1) 監査委員会室に所属する社員は、監査委員会の職務を補助するものとし、監査委員会の指揮命令に服する。
(2) 監査委員会室に所属する社員は、室長1名を含む4名以上とする。

2. 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項
　　監査委員会室に所属する社員の独立性を確保するために、社内規則として、次の内容を含む「監査委員会の職務を補助する

社員に関する規則」を制定し、適切に運用することとする。
(1) 監査委員会室に所属する社員の採用、異動、人事考課、給与及び懲戒については、あらかじめ、監査委員会（監査委員会

が特定の監査委員を指名した場合には、当該監査委員）の同意を得るものとする。
(2) 執行役及び社員は、監査委員会室に所属する社員の業務遂行に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害す

ることのないよう留意するものとする。

3. 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項
　　監査委員会の監査委員会室に所属する社員に対する指示の実効性を確保するために、社内規則として、次の内容を含む「監

査委員会の職務を補助する社員に関する規則」を制定し、適切に運用することとする。
(1) 監査委員会室に所属する社員は、監査委員会の職務を補助するものとし、監査委員会の指揮命令に服する。
(2) 監査委員会室長は監査委員会の職務を補佐し、監査委員会監査の円滑な遂行のために監査委員会室に所属する他の社員を

指揮して所管業務を統括する。

4. 次に掲げる体制その他の当社の監査委員会への報告に関する体制
(1) 当社の取締役（監査委員である取締役を除く。以下この(1)において同じ。）、執行役及び使用人が当社の監査委員会に報

告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
監査委員会に対する報告体制を整備するために、社内規則として、次の内容を含む「監査委員会への報告等に関する規

則」を制定し、適切に運用することとする。
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業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

　ａ. 取締役、執行役及び社員は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員からその職務の執行に関する事項について
報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。

　ｂ. 執行役及び社員は、当社、当社の子会社又は関連会社の業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を
発見したときは、その内容について直ちに監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告しなければならない。

(2) 当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者
（以下この(2)において「子会社取締役等」という。）が当社の監査委員会に報告をするための体制

　　　監査委員会に対する報告体制を整備するために、社内規則として、次の内容を含む「監査委員会への報告等に関する規
則」を制定し、適切に運用することとする。

　ａ. 子会社取締役等又は当社の執行役及び社員は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員から子会社に関する事項
について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。

　ｂ. 子会社取締役等又は当社の執行役及び社員は、子会社の業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を
発見したときは、その内容について直ちに監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告しなければならない。

5. 前4.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　　監査委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整備するために、

社内規則として、次の内容を含む「監査委員会への報告等に関する規則」を制定し、適切に運用することとする。
(1) 監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告した者は、当社並びに執行役及び社員等から、当該報告をしたこと

を理由としたいかなる不利益も受けないものとする。
(2) 当社並びに執行役及び社員等は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告した者に対して、当該報告をした

ことを理由としたいかなる不利益も加えてはならない。

6. 当社の監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続そ
の他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　　監査委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関して、社内規則として、次の内容を含む「監査委
員会への報告等に関する規則」を制定し、適切に運用することとする。
(1) 執行役及び社員は、監査委員又は監査委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助

言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査委員又は
監査委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。

(2) 前号の規定は、着手金等の前払い、及び事後的に発生した費用等の償還その他の監査委員会の職務の執行に係る費用につ
いても同様とする。

7. その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　監査委員会による監査の実効性を確保するために、社内規則として、次の事項を含む「監査委員会への報告等に関する規

則」を制定し、適切に運用することとする。
(1) 代表執行役は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員と定期的に会合を持ち、経営方針、当社が対処すべき課

題、当社を取り巻く重大なリスク、監査委員会監査の環境整備、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
(2) 執行役及び社員は、監査委員会が指名した監査委員が、執行役会その他の重要な会議に出席して意見を述べ、又は説明を

求めた場合には、誠実かつ適切に対応するものとする。
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8. 当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 社内規則において定められた職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保する。
(2) コンプライアンス・プログラムを導入し、次の施策を実施する。
　ａ. 役員及び社員が企業倫理の観点から準拠すべき普遍的価値観を示した「企業行動憲章」や役員及び社員の具体的な行動

規範を示した「行動規範」をはじめ、コンプライアンスに関連した社内規則（情報管理に係るものを含む。）の制定及
び遵守

　ｂ. コンプライアンスに係る社内体制として、コンプライアンス責任者（代表執行役グループCEO）、コンプライアンス担
当役員（総務担当執行役）及びコンプライアンス関連業務事務局（総務部内）を設置

　ｃ. 公益通報制度として、コンプライアンス・ホットラインを設置し運用
　ｄ. 継続的な周知・教育活動として、コンプライアンス担当者との連絡会議の開催やイントラネットを利用したコンプライ

アンス関連の情報配信、ｅ-ラーニングによる研修の実施

(3) 反社会的勢力の排除に向けて、「企業行動憲章」に基づき、次のとおり毅然たる対応を行う。
　ａ. 市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力には断固とした姿勢で臨み、一切の関係遮断に努める。
　ｂ. 反社会的勢力による市場への介入を防止し、健全で公正な市場の構築に努める。

(4) 代表執行役グループCEO及びCOO直轄の内部監査室を設置して内部監査を実施する。

9. 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　社内規則において明確化された情報セキュリティ対策基準において、執行役会議事録をはじめとした執行役の職務の執行に

係る文書の保管等の取扱いについて規定し、適切に運用する。

10. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　社内規則において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、取締役、執行役及び社員それぞれが

自己の職務分掌及び権限に応じ、責任を持ってリスク管理を行うとの認識の下で業務を行うことを基本とする。

　　当社及びその子会社からなる企業集団（以下「当社グループ各社」という。）のリスクに関して、未然防止の観点からリス
ク事象の認識と適切な対応策の整備、運用を行うとともに、定期的にその状況が報告される体制を整備するため、次のとおり
社外取締役を委員長とするリスクポリシー委員会及び代表執行役グループCEOを委員長とするリスク管理委員会を設置すると
ともに、「リスク管理方針」を制定し、適切に運用することとする。

(1) リスクポリシー委員会は、「リスク管理方針」に定める包括的リスク管理フレームワークに基づく当社グループ各社にお
ける重要リスク管理に係る諸事項を協議し、取締役会に提言及び報告を行うものとする。

(2) リスク管理委員会は、当社グループ各社における日々のリスク管理状況及びリスクが顕在化した場合又はそのおそれが生
じた場合の状況の総括的な把握、事態の早期解決のための対応等を協議し、取締役会に報告を行うものとする。

　　特に、市場利用者が安心して取引できる機会を安定的に提供することが市場開設者としての当社グループ各社の責務の根幹
であることを強く認識し、システムの安定的稼動に係るリスクについては、その開発及び運用体制において、開発手法の標準
化や十分な稼動確認テストの実施、詳細な運用マニュアルの整備とその遵守、更には開発及び運用業務に係る品質管理の徹底
など、必要十分な対応を図る。
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　　そのうえで、万一の天災地変やテロ行為等により市場開設に係る業務の継続が困難となる状況については、「事業継続基本
計画書」を策定し、関係者に対する影響を最小化し、一刻も早い業務の再開を行うために必要な体制、手順等をあらかじめ定
めておくことにより、適切な対応を図る。

　　また、市場開設者である当社グループ各社にとっての自主規制機能の重要性及び社会一般からの当社グループ各社の自主規
制機能に対する期待の大きさに鑑み、自主規制機能の適切な発揮に係るリスク（自主規制業務の遂行が不適切であった場合の
レピュテーションリスクをはじめとした各種リスクをいう。）については、自主規制業務の独立性確保のための組織上の措置
をはじめ、公正性確保のための施策を講じるとともに、積極的に経営資源を投入のうえ、詳細な業務マニュアルの整備とその
遵守、教育研修の充実等による自主規制業務の質的向上を追求することにより、万全の対応を図る。

11. 当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　社内規則において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、分業体制による業務の専門化・高度

化を図る。また、そうした体制の中で、重要度に応じて職務権限を委任できることとし意思決定手続きの機動性向上を図る。
　　経営層からのトップダウンと事業部門等からのボトムアップを適切に組み合わせながら中期経営計画及び年度予算を策定す

るとともに、適切な進捗管理等を実施することを通じて職務執行の効率化を図る。

12. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社の子会社の取締役、執行役その他これらの者に相当する者（以下「子会社の取締役等」という。）の職務の執行に係

る事項の当社への報告に関する体制
　　　子会社に対し、経営管理契約に基づく経営管理を行い又は「関係会社管理規則」に基づく各種報告を求める。

(2) 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　　子会社に対し、経営管理契約に基づく経営管理を行い又は「関係会社管理規則」に基づきリスク管理状況に係る報告を

求めるとともに必要に応じて助言等を行う。

(3) 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　　子会社に対し、経営管理契約又は「関係会社管理規則」に基づき、各社の位置付けや規模に応じた適切な子会社管理及

び支援等を行うことにより、当社グループ各社における職務執行の効率化を図る。

(4) 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　　　子会社に対し、継続的な周知・教育活動として、当社グループ各社のコンプライアンス担当者との連絡会議の開催やコ

ンプライアンス関連の情報配信を行う。
　　　子会社に対し、経営管理契約に基づく経営管理を行い又は「関係会社管理規則」に基づき公益通報制度としてコンプラ

イアンス・ホットラインの整備を求めるとともに必要に応じて助言等を行う。
　　　子会社に対し、経営管理契約又は「関係会社管理規則」に基づき、当社の内部監査室が内部監査を実施し又は子会社自

らが内部監査を実施した内容につき報告を求めるとともに必要に応じて助言等を行う。

(5) その他当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　　　当社グループ各社の役員及び社員が企業倫理の観点から準拠すべき普遍的価値観を示した「企業行動憲章」を制定す

る。
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Ⅱ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、前記「業務の適正を確保するための体制」の整備とその適切な運用に努めており、代表執行役グループCEO及び

COO直轄の内部監査室において、執行部門から独立した立場から、当該基本方針に定める体制（監査委員会の監査が実効的に行わ
れることを確保する体制を除く。）が適切に整備・運用されているかを確認・評価（モニタリング）しております。

当連結会計年度において実施しました主な取組みの概要は以下のとおりです。

1. コンプライアンス体制の運用状況
(1) 公益通報制度であるコンプライアンス・ホットラインを継続的に運用し、通報に対する適切な対応及び報告を行ったほか、

役員及び社員が企業倫理の観点から準拠すべき普遍的価値を示した「企業行動憲章」や役員及び社員の具体的な行動規範を示
した「行動規範」をはじめ、コンプライアンスに関連した社内規則等の遵守に関する意識の向上及び周知徹底のため、関連資
料のイントラネットへの掲載のほか、役員及び社員に対するコンプライアンス関連の情報配信やｅ-ラーニングによる研修等を
実施しました。また、昨年発生した当社子会社の㈱東京証券取引所に所属していた元社員による金融商品取引法違反（インサ
イダー取引規制違反）の嫌疑事案を受け、全役員及び社員に対して、改めて法令遵守の周知徹底を図るとともに、再発防止に
係る諸施策を実施しております。

(2) 反社会的勢力による当社グループ各社への介入を防止し、健全で公正な市場を構築するための取組みの一環として、警察庁
及び警視庁との間で組織している「取引所市場における反社会的勢力排除対策連絡協議会」を2024年12月に開催し、最近の
動向等について詳細な情報の共有と活発な意見交換を行いました。

2. 情報保存管理体制の運用状況
(1) 情報セキュリティ対策基準をはじめとした関連規則に則り、執行役会議事録など執行役の職務の執行状況に係る文書を適

時・適切に作成し、また重要文書については、社内及び外部委託先において適切に保管しております。
(2) 情報漏えいや外部からの不正なアクセス等を防止するための取組みとして、関連規則の整備や事務手続等の策定のほか、シ

ステム上のセキュリティ対策等を継続的に行いました。また、役員及び社員に対する情報管理の重要性を周知徹底するため、
ｅ-ラーニングによる研修や不審メールを受け取った際の対応訓練を実施しております。

3. 損失危険管理体制の運用状況
(1) 各部門において、「リスク管理方針」に従い、未然防止の観点からリスク事象の認識と適切な対応策の整備、運用を継続的

に行っております。その整備・運用状況やグループ横断的なリスクの分析結果等については、代表執行役グループCEOを委員
長とするリスク管理委員会において、四半期毎に協議を行っております。また、より未然予防的なリスク管理の枠組みとして
構築した、「包括的リスク管理フレームワーク」の下でリスク管理を行うとともに、リスク管理におけるコーポレート・ガバ
ナンスの強化を目的として、社外取締役を中心としたリスクポリシー委員会を設置しております。当連結会計年度はリスクポ
リシー委員会を2回開催し、当社として2025年度に特に重点的に管理すべきリスク「重要リスク」等について協議を行ってお
ります。

(2) 万一の天災地変やテロ行為等により市場開設に係る業務の継続が困難となった場合、関係者に対する影響の最小化と、一刻
も早い業務の再開を行うため、「事業継続基本計画書」に従った対応を取ることとしておりますが、当連結会計年度において
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は首都直下地震や南海トラフ地震等の広域災害時における業務継続性の強化のため、当社の東京拠点と大阪拠点を相互にバッ
クアップする態勢の整備を進めました。また、緊急時における対応手順の周知徹底を図るため、役員及び社員向けにe-ラーニ
ングによる研修を行ったほか、緊急事態を想定した訓練を行っております。

(3) 2024年9月、証券取引等監視委員会より㈱東京証券取引所に所属していた元社員に対し、金融商品取引法違反（インサイダ
ー取引規制違反）の疑いで調査が行われた事案を受け、当社では、発生した原因の究明とそれを踏まえた再発防止策等の実効
性を高めるため、「独立社外取締役による調査検証委員会」（以下「調査検証委員会」という。）を設置しました。調査検証
委員会においては、社員への教育研修体制、業務プロセスや情報管理体制などの検証・評価が行われ、2025年1月に、当社は
調査検証委員会から受領した調査報告書を公表しました。当社では今後、調査検証委員会にて検証いただいた再発防止策の着
実な履行を通じて、全役員及び社員への法令遵守の徹底、内部管理体制の一層の強化を図ってまいります。

4. 効率的な職務執行体制の運用状況
(1) 各部門において、業務の内容に応じて適宜職務権限を委任し業務運営を行い、意思決定手続の機動性を確保しております。
(2) 中期経営計画2024（2022年度－2024年度）の達成目標の実現に向けて、定期的に取締役会、執行役会等に業績・進捗状況

を報告し、経営環境の変化等を踏まえた事業計画の見直しを行うなど、適切な進捗管理を実施することを通じて、職務執行の
効率化を図っております。

5. グループ会社の管理体制の運用状況
(1) 当社の子会社の管理につきましては、経営管理契約に基づく経営管理の実施又は「関係会社管理規則」に基づき、財務状況

に関する資料やリスク管理状況等の各種報告を受けております。財務状況や業務執行状況について、継続的なモニタリングを
実施し、必要に応じて助言等を行いました。

(2) 子会社に対して、当社の内部監査室が内部監査を実施し又は子会社自らが内部監査を実施した内容について報告を受けてお
ります。当該監査結果において、重大な不備は検出されておりません。

6. 監査委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制の運用状況
　当社は、取締役会、執行役会、リスク管理委員会その他の重要会議への出席や、重要会議資料、りん議書等の重要書類の閲
覧、内部監査室等との連携など、監査委員会の監査が実効的に行われることの確保に努めるとともに、「監査委員会への報告
等に関する規則」に基づき、職務執行に関する事項の各種報告の実施や監査費用の処理などについて、適切に行っておりま
す。
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連結計算書類
連 結 持 分 変 動 計 算 書（2024年4月1日から2025年3月31日まで） (単位：百万円)

親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 持 分

資 本 金 資 本 剰 余 金 自 己 株 式
そ の 他 の 資 本 の 構 成 要 素

その他の包括利益を通じて
測定する金融資産の公正価
値 の 純 変 動

確定給付制度
の 再 測 定

2024年4月1日時点の残高 11,500 38,840 △3,839 522 －
当 期 利 益 － － － － －
その他の包括利益(税引後 ) － － － 13 302

当 期 包 括 利 益 合 計 － － － 13 302
自 己 株 式 の 取 得 － － △728 － －
配 当 金 の 支 払 － － － － －
支配継続子会社に対する
持 分 変 動 － 94 － － －
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 － － － － △302
そ の 他 － － 262 － －

所有者との取引額合計 － 94 △465 － △302
20 2 5年3月31日時点の残高 11,500 38,935 △4,305 536 －

親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 持 分
非 支 配 持 分 資 本 合 計その他の資本

の 構 成 要 素 利 益 剰 余 金 合 計
合 計

2024年4月1日時点の残高 522 281,336 328,359 10,206 338,566
当 期 利 益 － 61,092 61,092 1,634 62,727
その他の包括利益(税引後 ) 315 － 315 － 315

当 期 包 括 利 益 合 計 315 61,092 61,407 1,634 63,042
自 己 株 式 の 取 得 － － △728 － △728
配 当 金 の 支 払 － △48,572 △48,572 － △48,572
支配継続子会社に対する
持 分 変 動 － － 94 △1,516 △1,422
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 △302 302 － － －
そ の 他 － － 262 － 262

所有者との取引額合計 △302 △48,270 △48,943 △1,516 △50,460
20 2 5年3月31日時点の残高 536 294,157 340,823 10,324 351,148
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連結計算書類の注記
Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

1. 連結計算書類の作成基準
　当社及びその子会社（以下、「当社グループ」という。）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定によ
り、国際会計基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類は同項後段の規定に
より、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。
2. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　7社
連結子会社名：㈱東京証券取引所、㈱大阪取引所、㈱東京商品取引所、㈱JPX総研、日本取引所自主規制法人、㈱日本

証券クリアリング機構、SCRIPTS Asia㈱
3. 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数　3社
会社名：㈱証券保管振替機構、㈱ＩＣＪ、㈱東証コンピュータシステム

4. 会計方針に関する事項
(1) 金融資産の評価基準及び評価方法

①金融資産
(ⅰ) 当初認識及び測定

　当社グループは、金融商品の契約条項の当事者となったときに、金融資産を認識します。
　当社グループは、当初認識時の事実関係及び状況において、次の条件がともに満たされる場合には、償却原
価で測定される金融資産に分類し、それ以外の場合には純損益を通じて公正価値で測定される金融資産へ分類
しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、資

産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払いのみであるキャッシュ・フローが特定

の日に生じる。
　また、当社グループは当初認識時に、資本性金融商品への投資における公正価値の変動をその他の包括利益
として認識するという取消不能の指定を行う場合があります。
　すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類される場合を除き、公正価値に
直接帰属する取引費用を加算した金額で当初測定しております。

－ 14 －
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(ⅱ) 事後測定
　金融資産の当初認識後は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
⒜　償却原価で測定される金融資産

　実効金利法により測定しております。
⒝　純損益を通じて公正価値で測定される金融資産

　公正価値で測定しており、その変動額を純損益として認識しております。
⒞　その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産

　公正価値で測定しており、その変動額をその他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識
を中止した場合、あるいは公正価値が著しく下落した場合にはその他の包括利益から直接利益剰余金に振り
替えており、純損益として認識しておりません。
　ただし、当該金融資産からの受取配当金については純損益として認識しております。

(ⅲ) 認識の中止
　金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は、当該金融資産の所有に
係るリスク及び便益を実質的にすべて移転する取引において、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受
け取る契約上の権利を移転する場合に、当該金融資産の認識を中止しております。

②償却原価で測定される金融資産の減損
　償却原価により測定される金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。予想信
用損失は、過去の貸倒実績や将来の回収可能価額等を基に算定しております。
　営業債権については、常に全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。営業債権
以外の金融資産については、原則として12ヶ月の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております
が、当初認識以降に信用リスクが著しく増大している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金
として認識しております。
　信用リスクが著しく増大しているか否かは、債務不履行が発生するリスクの変化に基づいて判断しており、その
判断にあたっては、期日経過情報、債務者の財政状態の悪化等を考慮しております。
　金融資産の全部又は一部について回収が極めて困難であると判断された場合には債務不履行と判断し、信用減損
金融資産として扱っております。また、金融資産の全部又は一部を回収できないと合理的に判断される場合には、
金融資産の帳簿価額を直接償却しております。
　信用減損が発生していない営業債権については、多数の同質的な取引先より構成されているため一括してグルー
ピングしたうえで、集合的に予想信用損失を測定しております。
　金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は損益で認識しております。貸倒引当金を減額する事象が生じた場合は、貸
倒引当金戻入額を損益で認識しております。

③清算引受資産及び清算引受負債
　㈱日本証券クリアリング機構は清算機関として、市場参加者が行った取引の債務を負担し、取引の当事者となる
ことによって、清算対象に係る債権・債務を清算引受資産及び清算引受負債（以下、「清算引受資産・負債」とい
う。）として計上し、決済の履行を保証しております。
　金融商品取引所等における現物取引及び店頭市場における国債の売買取引については、決済日基準により清算引
受資産・負債を当初認識すると同時に認識の中止を行っております。
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　先物取引については、取引日に清算引受資産・負債として当初認識を行い、その後は公正価値で測定し、その評
価差額を損益として認識しております。さらに、同社は清算参加者との間において、当該損益を日々差金として受
払いしていることから、その受払いをもって清算引受資産・負債の認識の中止を行っております。
　オプション取引については取引日に、店頭市場における金利スワップ取引及びクレジット・デフォルト・スワッ
プ取引については債務負担を実施した日において、それぞれ当初認識を行い、その後は公正価値で測定し、その評
価差額を損益として認識しております。
　国債店頭取引のうち現先取引及び現金担保付債券貸借取引については、取引開始日において当初認識を行い、そ
の後は公正価値で測定しております。
　認識した清算引受資産・負債については、金額を相殺する強制可能な法的権利を現在有しており、かつ純額で決
済するか又は資産を実現すると同時に負債を決済する意図を有している場合には相殺し、純額で連結財政状態計算
書に計上しております。
　また、清算引受資産・負債は、同額で認識されるため、公正価値の変動から発生する損益も同額となります。そ
のため、当該損益は消去され、連結損益計算書には計上されません。

(2) 資産の減価償却及び償却の方法
①有形固定資産

　各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上しております。主要な資産項目である
情報システム設備の見積耐用年数は5年です。

②無形資産
　各資産の償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上しております。主要な資産項目であるソフ
トウエアの見積耐用年数は5年です。
　なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各連結会計年度末には見直しを行い、変更があった場合は、会
計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。開発中のソフトウエアについて開発計画に変更が生
じた場合は、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

③使用権資産
　借手としてのリース取引について、リース開始日に、使用権資産を取得原価で、リース負債を未払リース料総額
の現在価値として測定しております。
　使用権資産は、見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償却を行っておりま
す。リース料は、金融費用とリース負債の返済額に配分して認識しております。
　短期リース（リース期間12ヶ月以内）及び原資産が少額のリースに係るリース料は、リース料総額をリース期間
にわたって、定額法により認識しております。
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(3) 従業員退職後給付の会計処理
　当社及び当社の一部の子会社は、確定給付型の制度として規約型の確定給付企業年金制度及び退職一時金制度、並
びに確定拠出年金制度を導入しております。
①確定給付制度

　確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予測単位積増方式を使用して制
度ごとに個別に算定しております。割引率は、各制度における給付支払見込日までの期間に応じた連結会計年度末
日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
　確定給付負債（資産）は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値（必要な場合には、確定給付
資産の上限、最低積立要件への調整を含む。）を控除して算定しております。また、確定給付負債（資産）の純額
に係る利息純額は、営業費用として認識しております。
　確定給付制度の再測定は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識しており、直ちに利益剰余金に
振り替えております。また、過去勤務費用は、発生した期の純損益として認識しております。
　なお、確定給付制度の積立超過を他の制度の債務を決済するために使用できる法的権限を有している場合を除い
て、制度間の資産と負債は相殺しておりません。

②確定拠出年金制度
　退職給付に係る費用は、拠出した時点で費用として認識しております。

(4) 収益の計上基準
①　顧客との契約から生じる収益

　当社グループは、顧客との契約について、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
　ステップ１：顧客との契約を識別する
　ステップ２：契約における履行義務を識別する
　ステップ３：取引価格を算定する
　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
　ステップ５：履行義務の充足時に収益を認識する
　当社グループは、主として金融商品取引所事業を行っており、収益は主に役務の提供に該当する取引関連収益、
清算関連収益等から構成されております。顧客への役務提供時点において当社グループの履行義務が充足されると
判断しており、当該時点で収益を認識しております。

②　配当金
　支払いを受ける株主の権利が確定したときに認識しております。

(5) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建取引は、取引日における直物為替相場により当社の機能通貨である日本円に換算しております。
　各連結会計年度末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、連結会計年度末日の為替レートで換算しており、換算
により生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を通じて測定される金融資産
から生じる換算差額については、その他の包括利益として認識しております。
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(1) 営業債権及びその他の債権 7百万円
(2) その他の金融資産 119百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額（減損損失累計額を含む。） 23,369百万円

従業員の金融機関からの住宅取得借入に対する債務保証 486百万円

①清算参加者預託金代用有価証券 6,627,468百万円
②信認金代用有価証券 828百万円
③取引参加者保証金代用有価証券 3,277百万円

(6) のれんに関する事項
　のれんの償却は行わず、各連結会計年度末日又は減損の兆候がある場合に減損テストを実施し、該当する場合は減
損損失を計上しております。なお、のれんの減損損失の戻入は行いません。

(7) グループ通算制度の適用
　当社及び一部の子会社は、グループ通算制度を適用しております。

Ⅱ．連結財政状態計算書に関する注記
1. 資産から直接控除した貸倒引当金

3. 保証債務

4. 金融商品取引の安全性確保のための諸制度に基づく資産・負債
　清算参加者預託金は、清算参加者の決済不履行により㈱日本証券クリアリング機構が被る損失に備えるため、同社が
清算参加者に預託を求めている担保（清算基金等の清算預託金、取引証拠金、当初証拠金及び変動証拠金）です。
　信認金は、取引参加者の債務不履行により有価証券売買等の委託者等が被る損失に備えるため、㈱東京証券取引所、
㈱大阪取引所及び㈱東京商品取引所が取引参加者に預託を求めている担保です。
　取引参加者保証金は、取引参加者の債務不履行により㈱東京証券取引所、㈱大阪取引所及び㈱東京商品取引所が被る
損失に備えるため、取引参加者に預託を求めている担保です。
　各担保は、金銭又は代用有価証券（各社の規則で認められたものに限る。）で預託され、このうち金銭による預託に
ついては、連結財政状態計算書の資産・負債に両建てで計上しております。
　一方、代用有価証券で預託された担保については、連結財政状態計算書に計上しておりません。なお、各担保の代用
有価証券の公正価値は以下のとおりです。

　また、違約損失積立金は、清算業務に関して㈱日本証券クリアリング機構が被った損失を補填するための積立金で
す。
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連結計算書類の注記

1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 普通株式　1,044,578,366株

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2024年5月13日取締役会 普通株式 31,337 （注１）60.00 2024年3月31日 2024年5月29日
2024年10月29日取締役会 普通株式 17,235 （注２）33.00 2024年9月30日 2024年12月2日

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 1株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年5月16日取締役会 普通株式 30,292 利益剰余金 （注）29.00 2025年3月31日 2025年5月30日

Ⅲ．連結持分変動計算書に関する注記

2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

（注１）１株当たり配当額には、特別配当20円が含まれております。
（注２）１株当たり配当額については、基準日が2024年9月30日であるため、2024年10月1日付の株式分割を考慮し

ておりません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの（予定）

（注）１株当たり配当額には、特別配当10円が含まれております。

Ⅳ．金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、事業活動を行う過程において、金融商品から生じる各種財務上のリスク（信用リスク・流動性リ
スク等）に晒されておりますが、リスクを把握・分析し、適切な方法で統合的なリスク管理に取り組むことで、リス
クの回避又は低減に努めております。
　当社グループが認識している主要なリスクは、㈱日本証券クリアリング機構の清算業務から発生する信用リスク及
び流動性リスクです。
　同社は、市場参加者が行った取引の債務を負担することにより取得する債権である清算引受資産について、清算参
加者の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに対しては、清算参加者に対する資格制度や担保制度等の体制
を整備しています。また、同社は、清算参加者に決済不履行が生じた場合であっても、自ら資金不足をカバーし、決
済を完了する必要があることから、清算引受負債について流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクに対して
は、資金決済銀行との間で流動性供給に関する契約を締結すること等により、十分な流動性を確保する体制を整備し
ています。

2. 金融商品の公正価値等に関する事項
　当社グループが保有する金融商品として、現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、清算引受資産、清算
参加者預託金特定資産、信認金特定資産、違約損失積立金特定資産、その他の金融資産、営業債務及びその他の債
務、社債及び借入金、清算引受負債、清算参加者預託金、信認金、取引参加者保証金があります。これらの帳簿価額
は公正価値と一致又は近似しております。
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レベル1： 同一の資産又は負債に関する活発な市場における無修正の相場価格
レベル2： 資産又は負債に関する直接又は間接に観察可能な、レベル１に含まれる相場価格以外のインプットを用

いて算定された公正価値
レベル3： 資産又は負債に関する観察可能でないインプットを用いて算定された公正価値

レベル１ レベル2 レベル3
清算引受資産 458,627 77,189,071 －
その他の金融資産 － － 3,400

合計 458,627 77,189,071 3,400
清算引受負債 458,627 77,189,071 －

合計 458,627 77,189,071 －

レベル１ レベル2 レベル3
その他の金融資産 156,941 97 －

合計 156,941 97 －
社債及び借入金（非流動） － 19,624 －

合計 － 19,624 －

3. 公正価値ヒエラルキー
　IFRS第13号「公正価値測定」は、公正価値の測定に利用するインプットの重要性を反映させた公正価値のヒエラル
キーを用いて、公正価値の測定を分類することを要求しております。
　公正価値の測定に用いられる公正価値の階層（公正価値ヒエラルキー）の定義は次のとおりです。

　金融商品の公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値の測定の重要なインプットのうち、最も低いレベルにより
決定されます。

　上記の定義に基づき、連結財政状態計算書において経常的に公正価値で測定されている金融資産及び金融負債の公
正価値ヒエラルキーは以下のとおりです。

（単位：百万円）

　連結財政状態計算書上、公正価値で測定されていない金融資産及び金融負債の公正価値及び公正価値ヒエラルキー
は以下のとおりです。

（単位：百万円）

　なお、連結財政状態計算書上、公正価値で測定されていない金融資産・金融負債のうち、下記の項目については、
いずれも短期であり、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっているため、公正価値を開示しておりません。
　　現金及び現金同等物
　　営業債権及びその他の債権
　　清算参加者預託金特定資産
　　信認金特定資産
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1. 1株当たり親会社所有者帰属持分 327円57銭
2. 基本的1株当たり当期利益 58円72銭

　　違約損失積立金特定資産
　　営業債務及びその他の債務
　　社債及び借入金（流動）
　　清算参加者預託金
　　信認金
　　取引参加者保証金

4. 公正価値の測定方法
　金融資産及び金融負債の公正価値は、以下のとおりです。

(1) 清算引受資産・負債
　　以下の区分に従い、それぞれに掲げる方法によって公正価値を見積もっております。

　・先物取引、オプション取引及び店頭デリバティブ取引については、期末日における清算値段により見積もって
　　おります。
　・レポ取引については、取引決済日における受渡決済金額を割り引く方法により見積もっております。

(2) その他の金融資産
　　市場性のある有価証券については、市場価格等を用いて公正価値を見積もっております。

(3) 社債及び借入金
　　満期までの期間が長期であるものは、当社グループの信用力を反映した割引率を用いて、将来キャッシュ・フ
　ローを割り引く方法等により公正価値を見積もっております。

Ⅴ．1株当たり情報に関する注記

（注１）株式付与型ESOP信託口及び役員に対する株式報酬制度に係る信託口が保有する当社株式は、自己株式として処理
しております。

（注２）当社は、2024年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そ
のため、当連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して、1株当たり親会社所有者帰属持分及び基本的1株
当たり当期利益を算定しております。

Ⅵ．重要な後発事象に関する注記
自己株式の取得

当社は、2025年４月28日開催の取締役会において、会社法第459条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式
取得に係る事項について決議いたしました。

1. 自己株式取得を行う理由
中期経営計画2027の資本政策に基づき、資本効率性の更なる向上と株主還元の一層の充実を図るため。

2. 自己株式取得に係る事項の内容
(1)  取得対象株式の種類

当社普通株式
(2)  取得し得る株式の総数

40,000,000株（上限）
(3)  株式の取得価額の総額

200億円（上限）
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取引関連収益 64,515百万円
清算関連収益 34,445百万円
上場関連収益 17,309百万円
情報関連収益 31,899百万円
その他 14,060百万円

合計 162,230百万円

前受収益 354百万円

(4)  取得期間
2025年４月30日～2025年10月28日

(5)  取得方法
東京証券取引所における市場買付け

Ⅶ．収益認識に関する注記
1. 収益の分解

　「営業収益」の内訳は以下のとおりです。

　取引関連収益は、現物の売買代金並びに金融デリバティブ及びコモディティ・デリバティブの取引高等に応じた
「取引料」、取引参加者の取引資格に応じた「基本料」、注文件数に応じた「アクセス料」、利用する売買システム
施設の種類に応じた「売買システム施設利用料」等から構成されます。
　清算関連収益は、㈱日本証券クリアリング機構が行う金融商品債務引受業に関する清算手数料等から構成されま
す。
　上場関連収益は、新規上場や上場会社の新株券発行の際に発行額に応じて受領する料金等から構成される「新規・
追加上場料」及び時価総額に応じて上場会社から受領する料金等から構成される「年間上場料」により構成されま
す。
　情報関連収益は、情報ベンダー等への相場情報の提供に係る収益である相場情報料、指数ビジネスに係る収益等か
ら構成されます。
　取引関連収益及び清算関連収益は、主として約定日等に履行義務が充足されるためその時点で収益を認識しており
ます。上場関連収益は、その料金が属する期間等で収益を認識しております。情報関連収益は、主として相場情報の
配信等により履行義務が充足されるためその時点で収益を認識しております。また、顧客との契約における対価は、
重大な金融要素を含んでおりません。

2. 契約残高
　契約負債の残高は、次のとおりです。

3. 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいて、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引を認識していないため、実務上の便法を適
用し、残存履行義務に関する情報は開示しておりません。
　また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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株主資本等変動計算書

計算書類
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書（2024年4月1日から2025年3月31日まで） (単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計別途積立金 繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 11,500 3,000 3,000 5,302 89,342 94,644 △3,839 105,305
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － △48,572 △48,572 － △48,572
自己株式の取得 － － － － － － △728 △728
当 期 純 利 益 － － － － 51,078 51,078 － 51,078
そ の 他 － － － － － － 262 262
株主資本以外の
項目の当期変動
額 ( 純 額 )

－ － － － － － － －

当期変動額合計 － － － － 2,505 2,505 △465 2,039
当 期 末 残 高 11,500 3,000 3,000 5,302 91,847 97,150 △4,305 107,345

評価・換算差額
等 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評価・換算差額等
合 計

当 期 首 残 高 △180 △180 105,125
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － △48,572
自己株式の取得 － － △728
当 期 純 利 益 － － 51,078
そ の 他 － － 262
株主資本以外の
項目の当期変動
額 ( 純 額 )

△0 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0 2,039
当 期 末 残 高 △180 △180 107,164

－ 23 －



2025/05/17 18:48:44 / 24180146_株式会社日本取引所グループ_招集通知

計算書類の注記

市場価格のない株式等： 主として移動平均法による原価法

計算書類の注記
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法
有価証券
①子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法
②その他有価証券

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づ
く定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しておりま
す。

(2) 役員賞与引当金
　取締役及び執行役に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上
しております。

(3) 退職給付引当金
　従業員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により
費用処理することとしております。
　数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法に
よりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(4) 株式給付引当金
　株式交付規程に基づく従業員及び役員への当社株式の交付等に備えるため、当事業年度末における株式給付債務
の見込額に基づき計上しております。

4.収益の計上基準
(1) 顧客との契約から生じる収益

　当社は、顧客との契約について、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
　ステップ１：顧客との契約を識別する
　ステップ２：契約における履行義務を識別する
　ステップ３：取引価格を算定する
　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
　ステップ５：履行義務の充足時に収益を認識する
　当社は、金融商品取引所持株会社として、当社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理等を行って
おり、収益は主に役務の提供に該当する経営管理料等から構成されております。顧客への役務提供時点において当
社の履行義務が充足されると判断しており、当該時点で収益を認識しております。

(2) 配当金
　支払いを受ける株主の権利が確定したときに認識しております。
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関係会社株式 124,872百万円

1. 有形固定資産の減価償却累計額 65百万円

短期金銭債権 5,436百万円
短期金銭債務 711百万円

従業員の金融機関からの住宅取得借入に対する債務保証 486百万円

営業収益 59,851百万円
営業費用 736百万円

営業取引以外の取引による取引高 243百万円

普通株式 4,131,952株

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。
(2) グループ通算制度の適用

　当社は、グループ通算制度を適用しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処
理及び開示については「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第
42号 2021年８月12日。）に従っております。

Ⅱ．会計上の見積りに関する注記
  会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重
要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

関係会社株式
　1. 当事業年度の計算書類に計上した金額

　2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社は関係会社株式の評価については、「Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記、1. 資産の評価基準及び評価
方法」によっております。当該評価に関し、投資先の業績が将来の不確実な経済条件の変動等に影響を受けて、実質価額
が著しく下落した場合、評価損が発生する可能性があります。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く。）

3. 保証債務

4. 損失補償等
　当社は、清算業務に関して被った損失を補填するための積立金として、違約損失積立金特定資産を資産勘定に計上
しております。

Ⅳ．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

       （注）株式付与型ESOP信託口及び役員に対する株式報酬制度に係る信託口が保有する当社株式が含まれます。

Ⅵ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金等であります。
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計算書類の注記

子会社 （単位：百万円）

種類 会社等の名称
議決権等の

所有（被所有）
割合

関連当事者との関係 取引の内容 取引
金額 科目 期末

残高

子会社

㈱東京証券取引所
（所有）

直接
100.0％

資金の借入
社員の出向
役員の兼任

資金の借入
（注１） 30,000 関係会社

短期借入金 30,000

出向負担金の支払
(注２) 1,890 未払費用 179

出向負担金の受入
(注３) 955 未収入金 8

㈱大阪取引所
（所有）

直接
100.0％

資金の借入
役員の兼任

資金の借入
（注１） 12,000 関係会社

短期借入金 12,000

㈱東京商品取引所
（所有）

直接
100.0％

資金の借入
役員の兼任

資金の借入
（注１） 5,000 関係会社

短期借入金 5,000

㈱ＪＰＸ総研
（所有）

直接
100.0％

資金の貸付
システム利用
役員の兼任

資金の貸付
（注４） 5,000 関係会社

短期貸付金 5,000

システム利用料の支
払

（注５）
1,292 営業未払金 111

日本取引所自主規
制法人

（所有）
直接

100.0％
資金の借入 資金の借入

（注１） 2,500 関係会社
短期借入金 2,500

1. 1株当たり純資産額 103円00銭
2. 1株当たり当期純利益 49円09銭

Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）資金の借入利率については、市場金利等を勘案して決定しております。
（注２）出向負担金については、当社への出向者の人件費を勘案して決定しております。
（注３）出向負担金については、当社からの出向者の人件費を勘案して決定しております。
（注４）資金の貸付利率については、市場金利等を勘案して決定しております。
（注５）システム利用料については、当該業務に係る費用を勘案して決定しております。

Ⅷ．1株当たり情報に関する注記

（注１）株式付与型ESOP信託口及び役員に対する株式報酬制度に係る信託口が保有する当社株式は、自己株式として処理
しております。

（注２）2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割しております。そのため、
当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定して
おります。
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計算書類の注記

Ⅸ．重要な後発事象に関する注記
自己株式の取得

当社は、2025年４月28日開催の取締役会において、会社法第459条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式
取得に係る事項について決議いたしました。

1. 自己株式取得を行う理由
中期経営計画2027の資本政策に基づき、資本効率性の更なる向上と株主還元の一層の充実を図るため。

2. 自己株式取得に係る事項の内容
(1)  取得対象株式の種類

当社普通株式
(2)  取得し得る株式の総数

40,000,000株（上限）
(3)  株式の取得価額の総額

200億円（上限）
(4)  取得期間

2025年４月30日～2025年10月28日
(5)  取得方法

東京証券取引所における市場買付け
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ご参考 独立社外取締役の独立性判断基準

ご参考　独立社外取締役の独立性判断基準
　当社は、社外取締役について、当社において合理的に可能な範囲で確認した結果、以下の第1項から第13項までに掲げる
事項のいずれにも該当すると認められる場合に、独立性を有しているものと判断します。
1. 最近10年間において、当社グループの業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
2. 最近5年間において、当社の現在の主要株主グループ又は当社が現在主要株主である会社の業務執行役員又は従業員で
はないこと。

3. 直近事業年度又は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて当社グループの主要な取引先の業務執行役員
又は従業員ではないこと。

4. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行役員又は従業員ではないこと。
5. 当社グループの業務執行取締役等を社外取締役として受け入れている企業グループの業務執行役員ではないこと。
6. 最近3年間において、当社グループの大口債権者等グループの業務執行役員又は従業員ではないこと。
7. 当社グループの会計監査人の社員、パートナー又は従業員ではないこと。
8. 最近3年間において、当社グループの現在の会計監査人の社員、パートナー又は従業員であって、当社グループの監査
業務を実際に担当していた者ではないこと（補助的関与は除く。）。

9. 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社グループから、一定額を超
える金銭その他の財産上の利益を得ている者ではないこと。

10. 法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであ
って、当社グループを主要な取引先とするファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員ではないこと。

11. 以下に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族ではないこと。
(1) 最近5年間における当社グループの業務執行役員又は重要な従業員。
(2) 最近5年間における当社の現在の主要株主又は当社が現在主要株主である会社の役員。
(3) 直近事業年度又は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおける当社グループの主要な取引先の業務執行
役員又は重要な従業員。

(4) 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行役員又は重要な従業員。
(5) 最近3年間における当社グループの大口債権者等グループの業務執行役員又は重要な従業員。
(6) 最近3年間において、当社グループの現在の会計監査人の社員、パートナー又は従業員であって、当該期間におい
て、当社グループの監査業務を実際に担当していた者（補助的関与は除く。）。

(7) 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社グループから、一定額を超える金銭その
他の財産上の利益を得ている者。

(8) 法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファーム
であって、当社グループを主要な取引先とするファームの社員、パートナー又はアソシエイトのうち、当社グル
ープを担当する業務に直接従事している者。
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12. 当社の社外取締役として、通算の在任期間（当社グループの社外取締役、社外監査役又は外部理事等の在任期間を含
む。）が8年を超えない者であること。

13. 前各項の定めにかかわらず、当社において、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのな
いこと。

14. 上記第2項から第11項までのいずれかに該当しない者であっても、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足し
ており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当
該人物を当社の独立取締役とすることができる。
(注) 1. 「当社グループ」とは、当社及び当社連結子会社をいう。

2. 「業務執行取締役等」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、理事長及び常任理事をいう。
3. 「主要株主」とは、議決権の所有割合が10%以上の株主をいう。
4. 「主要な取引先」とは、当社グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総
売上高の2％以上の支払いを、当社グループから受けていた者）及び当社グループの主要な取引先である者
（当社に対して、当社の対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2％以上の支払いを行って
いた者）又はその親会社若しくは重要な子会社をいう。

5. 「4.」及び「11.(4)」における「一定額」とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均
年間総費用の30%のいずれか大きい額をいう。

6. 「大口債権者等」とは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融
機関その他の大口債権者をいう。

7. 「9.」及び「11.(7)」における「一定額」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の額（役員報酬を除
く）をいう。

8. 「主要な取引先とするファーム」とは、過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2％以上の
支払いを当社グループから受けたファームをいう。

9. 「重要な従業員」とは、当社グループにおける部長職以上の業務執行者及びその他同等の重要性を持つと客
観的・合理的に判断される者をいう。

以　上
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